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第１章 優先交渉権者選定の⼿順 

第１節 位置づけ 

本市では、本事業をプロポーザルにより実施することとした。 
本事業では、本件施設の基本性能を発揮させつつ、⺠間の創意⼯夫による適正処理（安定

性、衛⽣・安全性、経済性）の提案を取り⼊れた良質な運営管理と経費の効率化を図ること
を⽬的としている。 

優先交渉権者選定基準は、本事業の事業者を決定するにあって公表する実施要領と⼀体の
ものであり、「（仮称）あいら清掃センター等次期包括的⺠間委託事業者選定委員会」（以下、
「選定委員会」という。）が、応募者から提出された技術提案書等を客観的に評価するための
⽅法及び審査項⽬を⽰すものである。 

  



 

第２節 契約締結までの流れ 

優先交渉権者選定の⼿順は、以下のとおりとする。 
 

 
 

図 1 優先交渉権者選定の⼿順 

  



 

第３節 審査内容 

１ 基礎審査 
本市は、実施要領第５章第３節の参加資格確認申請書類の確認結果により、参加資格を有

すると認めた応募者から提出された技術提案書の提案内容について確認する。なお、本書第
２章に⽰す評価項⽬に１つでも記載⼜は提案がない場合は、失格とする。 

２ 技術提案書の審査 
選定委員会では、応募者が提出した技術提案書の内容について、応募者と技術対話を⾏っ

た上で、得点化し評価する。 

３ 価格提案書の提出 
選定委員会では、応募者が提出した価格提案書については、評価の対象としないが、プロ

ポーザル実施要領第３章第 1 節 4 に⽰す上限⾦額を超える提案をした者は、失格とする。 

４ 優先交渉権者等の選定 
選定委員会は、優先交渉権者及び次点交渉権者を選定する。 
なお、技術評価点が最も⾼い提案が 2 者以上ある場合は、選定委員の投票により決定する。 

５ 事業者の決定 
本市は、選定委員会の選定結果を踏まえて、優先交渉権者と契約締結に向けた協議を⾏い、

協議が整った段階で、本事業の事業者を決定し、事業契約を締結する。 
なお、優先交渉権者との協議が整わない場合は、次点交渉権者と協議を⾏う。 

６ 審査結果の公表 
審査結果については、事業者が確定した段階で本市のホームページ上で公表すると同時に、

確定した事業者にも個別に通知を⾏う。 
 



 

第２章 基礎審査及び評価基準 

第１節 参加資格確認申請書類の基礎審査 

実施要領に記載した参加資格確認申請書類について、書類の不備の有無を確認する。 

第２節 技術提案書の基礎審査 

技術提案書に記載された内容が、以下の項⽬を満たしていることを確認する。 
１ 技術提案書の内容が要求⽔準書の内容に齟齬がないことを確認する。  
２ 募集要項及び様式集に⽰す技術提案書の作成に関する条件について違反のないこと。 
３ 技術提案書全体について、同⼀事項に対する２通り以上の提案⼜は提案事項間の齟齬、

⽭盾等がないこと。 

第３節 技術提案書の評価基準及び得点化⽅法 

技術提案書の内容を技術評価点とし、下表に⽰す考え⽅に基づいて、選定委員会で評価を
⾏い、得点化を⾏うものとする。 

１ 技術提案書における評価項⽬と配点 
（１）審査項⽬においては、表１に⽰す 3 段階評価による得点化⽅法により得点を付与する。 
（２）各審査項⽬の得点については、各選定委員が個別に⾏った評価の平均値とする。なお、

平均値を求める際は、⼩数第３位を四捨五⼊した値とする。 
（３）（２）の結果をもとに、各審査項⽬の得点を合計して審査点を算出する。 

 
表 1 評価基準及び得点化⽅法 

評価段階 評価基準 得点化⽅法 
（技術評価点）

Ａ 評価項⽬が要求⽔準書を全て満たしており、かつ、提案
項⽬間の不整合が認められない。 配点×1.00 

Ｂ 
評価項⽬において、要求⽔準書との不整合が認められ
る、または評価項⽬間に不整合が認められるが、ヒアリ
ングにおいて修正が確認できる。 

配点×0.50 

Ｃ 
評価項⽬において、要求⽔準書との不整合が認められ
る、または提案項⽬間に不整合が認められ、ヒアリング
においても修正が確認できない。 

配点×0.00 

２ 技術提案書における評価項⽬と配点 
技術提案書の定量化審査による得点が技術点の値となるため、定量化審査の配点、審査基

準及び得点化⽅法については、本市が本事業に対して応募者の創意⼯夫の導出を期待する度
合いにより設定した。したがって、審査項⽬は、本市が応募者に創意⼯夫を期待している事
項であり、配点はその重みを⽰すものである。 

審査項⽬及び配点については、次の表のとおりである。なお、各審査項⽬における審査基
準等の詳細については、「別表 1 技術提案書の評価基準」を参照のこと。 



 

 なお、技術提案の評価点が 60 点未満の場合は、事業の安定性の確保の観点から、優先交
渉権者及び次点交渉権者としない。 
 また、技術提案書類を提出した応募者が１社のみの場合にあっても、技術提案の評価点
が 60 点未満の場合は優先交渉権者としない。 
 

 
表２ 審査項⽬及び配点 
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